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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月30日(2018.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスを運ぶ医療用チューブであって、前記医療用チューブは：
　細長い補強部材が、ルーメンを形成するためにらせん状に巻き付けられる細長いフィル
ムであって、前記細長い補強部材と結合されている細長いフィルム
を含み、
　前記細長いフィルムは、前記医療用チューブが曲げられるときに、前記細長いフィルム
が前記医療用チューブの前記ルーメン内へと突出しないプロファイルを含み、
　前記医療用チューブが変形歪みを受けていないときに測定された、前記細長い補強部材
の隣接する巻回上の対応する点間の長手方向距離が、前記細長いフィルムが前記細長い補
強部材の連続する巻回間に最大量垂れる一方で、前記医療用チューブが曲げられるときに
、前記細長い補強部材の底辺部を越えて前記ルーメン内へと内側に延在しないように、選
択される、医療用チューブ。
【請求項２】
　前記細長いフィルムが通気性材料製である、請求項１に記載の医療用チューブ。
【請求項３】
　前記細長いフィルムが、前記ルーメンから見て外方に向く前記細長い補強部材の半径方
向外向きの面の周りに巻き付けられて、前記細長い補強部材が前記医療用チューブの前記
ルーメンと相互に作用しかつ前記細長いフィルムが前記医療用チューブの外表面を形成す
るようにする、請求項１または２に記載の医療用チューブ。
【請求項４】
　前記医療用チューブが変形歪みを受けていないときに測定された、前記ルーメン内の前
記細長いフィルムの最下点から前記細長い補強部材の底部までの平均的な半径方向距離が
、０．２ｍｍ未満である、請求項１～３のいずれか１項に記載の医療用チューブ。
【請求項５】
　前記プロファイルが、内向きに偏倚されたプロファイルである、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の医療用チューブ。
【請求項６】
　前記細長い補強部材がＤ字形状の断面を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の医
療用チューブ。
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【請求項７】
　前記Ｄ字形状の断面の平坦な部分が、前記ルーメンと長手方向に位置合わせされており
、および前記Ｄ字形状の断面の半円部が、前記ルーメンから見て外方を向いている、請求
項１～６のいずれか１項に記載の医療用チューブ。
【請求項８】
　前記細長いフィルムが、前記Ｄ字形状の断面の前記半円部に結合する、請求項７に記載
の医療用チューブ。
【請求項９】
　前記細長い補強部材が円形の断面を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の医療用
チューブ。
【請求項１０】
　前記細長い補強部材の巻回が、加えられた力に応答して、ロールするかまたは横に傾く
、請求項１～９のいずれか１項に記載の医療用チューブ。
【請求項１１】
　前記力が加えられている間、前記医療用チューブがガスの流れを維持する、請求項１０
に記載の医療用チューブ。
【請求項１２】
　前記細長いフィルムの最大量が、前記ルーメン内へと突出することなく、前記細長い補
強部材の隣接する巻回間に延在する、請求項１～１１のいずれか１項に記載の医療用チュ
ーブ。
【請求項１３】
　前記細長い補強部材が中空である、請求項１～１２のいずれか１項に記載の医療用チュ
ーブ。
【請求項１４】
　前記細長い補強部材が、流体を保持するかまたは運ぶように構成されたキャビティを含
む、請求項１２に記載の医療用チューブ。
【請求項１５】
　前記医療用チューブが変形歪みを受けていないときに測定された、隣接する巻回上の対
応する点間の前記長手方向距離は、曲げ半径を約１０ｍｍ以上に維持するように選択され
る請求項１～１４のいずれか１項に記載の医療用チューブ。
【請求項１６】
　前記チューブは、ポリウレタン材料で作られている請求項１～１５のいずれか１項に記
載の医療用チューブ。
【請求項１７】
　前記ポリウレタン材料は、熱可塑性ポリウレタン材料である請求項１６に記載の医療用
チューブ。
【請求項１８】
　前記チューブは、６５０ｇ／ｍ２／日以上の透湿度を有する材料で作られている請求項
１～１５のいずれか１項に記載の医療用チューブ。
【請求項１９】
　前記チューブの直径は１ｍｍ～１６ｍｍである請求項１～１８のいずれか１項に記載の
医療用チューブ。
【請求項２０】
　前記チューブの直径は７ｍｍ～９ｍｍである請求項１９に記載の医療用チューブ。
【請求項２１】
　前記チューブの直径は１４ｍｍ～１６ｍｍである請求項１９に記載の医療用チューブ。
【請求項２２】
　前記医療用チューブが前記細長い補強部材の変形歪みを受けていないときに測定された
、前記細長い補強部材の隣接する巻回上の対応する点間の前記長手方向距離は、約２．０
ｍｍ～約２．５ｍｍである請求項１～２１のいずれか１項に記載の医療用チューブ。
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